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当
商
工
会
議
所
は
、
令
和
２
年
分
の
所

得
税
お
よ
び
消
費
税
の
決
算
・
確
定
申

告
個
別
相
談
会
を
２
月
16
日
よ
り
開
催

し
ま
す
。個
人
事
業
者
の
方
を
対
象
に
、減

価
償
却
費
の
計
算
、
決
算
振
替
仕
訳
な
ど

の
相
談
に
職
員
が
応
じ
、
決
算
書
や
確
定

申
告
書
の
作
成
は
、
委
託
税
理
士
が
個
別

相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
相
談
会
で
作
成
し
た
決
算
書
や
申
告

書
は
、
当
商
工
会
議
所
か
ら
税
務
署
へ
提

出
し
ま
す
。下
記
必
要
書
類
を
ご
持
参
の

う
え
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
実
施
日
時

・
２
月
16
日︵
火
︶〜
３
月
15
日︵
月
︶

　
※
土
日
祝
日
を
除
く

　
※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止

　
　
の
た
め
、３
月
10
日
ま
で
の
期
間

　
　
は
完
全
予
約
制
と
な
り
ま
す
。

・
９
時
〜
12
時
、13
時
〜
16
時

　
※
最
終
日
は
12
時
受
付
終
了

■
場
所

当
商
工
会
議
所
13
階
会
議
室

■
相
談
料（
税
込
）

［
会
員
ま
た
は
小
規
模
事
業
者
］

所
得
税
ま
た
は
消
費
税
の
み
　
４
４
０
０
円

所
得
税
・
消
費
税
の
両
方
　
　
８
８
０
０
円

［
非
会
員
］　

所
得
税
ま
た
は
消
費
税
の
み
１
３
２
０
０
円

所
得
税
・
消
費
税
の
両
方
　
２
６
４
０
０
円

・「
令
和
2
年
分
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
通
知

ハ
ガ
キ（
税
務
署
よ
り
送
付
さ
れ
た
も
の
）

※
ご
持
参
が
な
い
場
合
、
確
定
申
告
書
の
完

成
が
翌
日
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
国
・
地
方
公
共
団
体
か
ら
支
給
さ
れ
た
給
付

金
・
支
援
金
・
協
力
金
（
持
続
化
給
付
金
等
）

の
振
込
通
知
書
や
入
金
が
確
認
で
き
る
帳
簿

・
前
年︵
元
年
︶・
前
々
年︵
30
年
︶の
決
算
書
、
確

定
申
告
書
の
控
え

・
売
上
・
仕
入
・
経
費
・
棚
卸
・
家
事
消
費
等

の
年
間
分
を
集
計
し
た
帳
簿
等

・︻
消
費
税
課
税
事
業
者
の
方
︼
経
費
の
各
消
費

税
率
区
分︵
軽
減
税
率
８
％
・
標
準
税
率
10
％
︶

を
集
計
し
た
帳
簿
類
。

・
源
泉
徴
収
票︵
年
金
、給
与
︶、支
払
調
書

・
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
・
小
規
模
企
業

共
済
等
の
払
込
証
明
書

・
生
命
保
険︵
一
般
・
介
護
・
個
人
年
金
︶、
地
震

保
険
料
の
控
除
証
明
書

・
印
鑑︵
認
印
可
︶

・
令
和
２
年
中
に
支
払
っ
た
10
万
円
以
上
の
備

品
・
機
械
・
車
両
等
の
明
細
が
わ
か
る
も
の

※
テ
ナ
ン
ト
入
居
者
が
施
し
た
内
装
工
事
も
含

む
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

︵
事
業
専
従
者
、扶
養
親
族
分
も
必
要
︶

※
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は
、
事
業
主
本
人
の
確

認
書
類︵
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
写

真
付
身
分
証
明
書
︶も
必
要
で
す
。

　
鹿
児
島
県
下
の
商
工
会
議
所
で
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
の
影
響
で
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
雇

用
の
維
持
が
危
ぶ
ま
れ
る
県
内
の
中
小

企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
対
し
、
雇
用
調

整
助
成
金
の
申
請
等
を
は
じ
め
労
務
全

般
の
相
談
に
対
応
す
る
た
め
、
社
会
保
険

労
務
士
の
派
遣
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。ま
た
、
当
所
は
特
別
相
談
窓
口︵
毎
月

第
2
・
第
4
水
曜
日
︶
も
開
設
し
て
い
ま

す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
対
象
地
区

　
県
内
の
商
工
会
議
所
地
区

　
※
お
近
く
の
商
工
会
議
所
に
ご
相
談

く
だ
さ
い

■
対
象

　
県
内
の
中
小
・
小
規
模
事
業
者

■
内
容

雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
等
を
は
じ

め
と
す
る
労
務
全
般
に
関
す
る
相
談

に
対
応

■
費
用
　
無
料

社
労
士
特
別
相
談
事
業

社
会
保
険
労
務
士
を

無
料
で
派
遣
し
ま
す

○
お
問
い
合
わ
せ

　
企
業
支
援
部 

経
営
支
援
一
課

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
９
９︵
２
２
５
︶９
５
３
３

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
振
興
部 

産
業
振
興
課

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
９
９︵
２
２
５
︶９
５
４
０

経
営
相
談
ガ
イ
ド

■
必
要
書
類
な
ど

決
算
・
確
定
申
告
個
別
相
談
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済

取
引
先
の

倒
産
に
万
全
の
備
え
を

小
規
模
企
業
共
済
制
度

節
税
効
果
大
！
掛
金
全
額
所
得
控
除
（
最
大
84
万
円
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
鹿
児
島
商
工
会
議
所
企
業
支
援
課

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
９
９︵
２
２
５
︶９
５
２
２

　
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
（
中
小
企
業

倒
産
防
止
共
済
制
度
）は
、取
引
先
の
倒

産
と
い
う
不
測
の
事
態
に
直
面
し
た
中

小
企
業
に
対
し
て
、国
の
機
関（
中
小
企

業
基
盤
整
備
機
構
）
が
迅
速
に
資
金
を

貸
し
出
す
こ
と
で
経
営
難
に
陥
る
こ
と

を
防
ぐ
制
度
で
す
。全
国
で
約
51
万
の

企
業
や
事
業
者
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

■
共
済
金
の
借
入

　
万
が
一
、
取
引
先
の
事
業
者
が
倒
産
し

た
こ
と
に
よ
り
売
掛
債
務
な
ど
の
回
収

が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
共
済
金
の
借

入
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
取
引
先
の
倒
産
と
は
、
取
引
停
止
処

分
、
私
的
整
理
、
破
産
手
続
き
開
始
の
申

立
て
な
ど
を
い
い
、
災
害
に
よ
る
不
渡

り
、
特
定
非
常
災
害
に
よ
る
支
払
不
能
に

つ
い
て
も
、
倒
産
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す

が
、夜
逃
げ
は
対
象
外
で
す
。

■
借
入
金
額

　﹁
回
収
困
難
と
な
っ
た
売
掛
債
権
等
の

額
﹂
と
﹁
掛
金
総
額
の
10
倍
に
相
当
す
る

額
︵
最
高
８
千
万
円
︶﹂
の
い
ず
れ
か
少
な

い
額
の
範
囲
内
と
な
り
ま
す
。

■
掛
金

〇
月
額
５
千
円
か
ら
20
万
円
ま
で
５
千

円
単
位
で
自
由
に
選
べ
、
加
入
後
も
増

額
、減
額
で
き
ま
す
。

〇
総
額
が
８
０
０
万
円
に
な
る
ま
で
積

み
立
て
ら
れ
、
総
額
が
掛
金
月
額
の
40

倍
に
達
し
た
後
は
、
掛
け
止
め
も
で
き

ま
す
。

〇
損
金
ま
た
は
必
要
経
費
に
算
入
で
き
、

節
税
効
果
も
あ
り
ま
す
。

■
一
時
貸
付
金

〇
取
引
先
事
業
者
が
倒
産
し
て
い
な
く

て
も
、
解
約
手
当
金
の
範
囲
内
で
貸
し

付
け
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
加
入
で
き
る
方

　
次
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
個
人
事
業

主
・
共
同
経
営
者
、
ま
た
は
会
社
の
役
員

︵
代
表
者
以
外
で
も
商
業
登
記
簿
謄
本
に

登
記
さ
れ
て
い
る
方
な
ら
加
入
可
能
︶

・
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が
、
商
業
、

サ
ー
ビ
ス
業
︵
宿
泊
業
・
娯
楽
業
を
除

く
︶は
５
人
以
下
の
事
業
者
の
方

・
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が
、建
設
業
、

製
造
業
、
運
輸
業
、
不
動
産
業
、
農
業
な
ど

は
20
人
以
下
の
事
業
者
の
方
な
ど

■
掛
金

○
月
額
１
千
円
か
ら
７
万
円
ま
で
５
百

円
単
位
で
自
由
に
選
べ
ま
す
。半
年
払

い
、年
払
い
も
で
き
ま
す
。

○
加
入
後
の
増
減
額
は
掛
金
の
範
囲
内

で
自
由
に
で
き
ま
す
。

■
共
済
金
の
受
け
取
り
事
由

　
加
入
後
６
ヶ
月
以
上
経
過
し
て
、
次
の

事
由
が
生
じ
た
場
合
、
事
由
に
応
じ
て
共

済
金
が
受
け
取
れ
ま
す
。

・
個
人
事
業
の
廃
業
、
個
人
事
業
主
の
死

亡
・
個
人
事
業
主
の
廃
業
に
伴
う
共
同
経
営

者
の
退
任︵
死
亡
も
含
む
︶

・
会
社
等
の
解
散

・
疾
病
・
負
傷
に
よ
る
役
員
の
退
任

・
老
齢
給
付
︵
65
歳
以
上
で
掛
金
納
付
月

数
１
８
０
か
月
以
上
︶  

な
ど

■
契
約
者
貸
付

〇
掛
金
総
額
の
70
〜
90
％
を
上
限
に
事

業
資
金
の
貸
し
付
け
が
受
け
ら
れ
ま

す
。︵
担
保
・
保
証
人
不
要
︶

　
小
規
模
企
業
共
済
制
度
は
、
小
規
模
企
業
の
個
人
事
業
主
や
共
同
経
営
者
、
会
社
役

員
が
事
業
を
や
め
た
と
き
や
退
職
し
た
と
き
に
、生
活
の
安
定
や
事
業
の
再
建
を
図
る

た
め
の
資
金
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く
国
の
共
済
制
度
で
す
。令
和
2
年
3
月
末

の
加
入
者
数
は
全
国
で
約
1
4
7
万
5
千
人
と
、広
く
普
及
し
て
い
る
制
度
で
す
。

◆
節
税

掛
金
全
額
を
課
税
対
象
所
得
か
ら

控
除
で
き
ま
す
。

◆
退
職
金
の
積
立

共
済
金
は
、
退
職
後
の
生
活
資
金
や

転
業
時
の
事
業
資
金
に
活
用
で
き

ま
す
。

◆
受
け
取
り
時
に
も
税
制
面
で
メ

リ
ッ
ト

受
取
方
法
を
次
の
３
種
類
か
ら
選

択
で
き
ま
す
。

・
一
括
受
取︵
退
職
所
得
扱
い
︶

・
分
割
受
取

　︵
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
扱
い
︶

・
一
括
と
分
割
の
併
用

≪加入条件≫
■資本金額または従業員数が以下の表のいずれかに該当する
　個人事業者または会社などで、１年以上事業を行っている方。

■企業組合、協業組合
■事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の共同事業を
　行っている組合

製造業、建設業、運送業その他

卸売業

小売業

サービス業

ゴム製品製造業

ソフトウエア業または情報処理サービス業

旅館業

3億円以下

1億円以下

5千万円以下

5千万円以下

3億円以下

3億円以下

5千万円以下

300人以下

100人以下

50人以下

100人以下

900人以下

300人以下

200人以下

業　種 資本金額 従業員数

3
つ
の
メ
リ
ッ
ト
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STEP 1

●電話でのお申込み
●来室でのお申込み

相談室の実績
■指導処理結果

倒産回避
81.4％

整理 
8.5％ 調停不能 

10.1％

（2018年度実績）

■倒産回避の指導方法（複数回答）

0 100 200 300 500400

その他

経営改善計画の
作成指導・助言

事業の
整理・縮小

金融あっ旋

売上・経費面への
指導・助言

債権者への支援

社内外係争・
債権回収の助言

金融・資金調達面の
指導・助言

393

194

337

154

142

127

63

28

ご相談の費用は無料です。

ご相談は、できるだけお早めに。

ご相談の します。

相談（予約）申込み

STEP 2

●経営・財務内容の把握と分析
●経営改善策の検討

相談内容の検討

STEP 3

●経営改善計画の作成手順の助言
●資金繰り面の助言
●債務の整理等の相談・助言

経営の安定 ご提供いただく個人情報に関しては、商工会議所が経営
安定特別相談事業を遂行するうえで必要な範囲に限り
利用いたします。また、個人情報は、厳重に管理されて
おり、第三者への漏洩はございませんのでご安心くださ
い。

秘密は厳守

まだなんとかなる…もう少しガンバレば…と、事業を続け
ているうちに、事態はより深刻になり、傷口を大きく広げ
ることが少なくありません。
不幸にして経営不振に陥ったときは「早期に適切な手を打
つ」ことが、倒産を防ぐ重要なポイントです。受注・販売
の不振、資金繰りの悪化など経営の先行きに不安が生じた
ら、できるだけ早めにご相談ください。

ご相談についての費用はすべて無料です。ただし、民事再
生、自己破産などの法律手続きを弁護士に委任するような
場合は、相談者の負担となります。

相談室が
1979年にスタートして以来、
これまで40年間に
約107,000件企業の相談に応じ、
多くの企業の倒産防止と
危機回避に役立っています。

経営安定特別相談室のご案内
経営安定に関するご相談は、「経営安定特別相談室」にて承ります。

中小企業の倒産を防止するための、あらゆるご相談に応じています。

取引先が倒産して経営に
大きくひびいている。

仕事の受注量が減ってきた。
不振の状態が長引きそうだ。

取引金融機関から
新たな融資が受けられない。

赤字が解消されない。
思い切った改善策を考えたい。

こんな　　　　は
ありませんか？

お悩み

相談無料
秘密厳守

《お問合せ》 鹿児島商工会議所　経営安定特別相談室
　　　　　 TEL099-225-9534　FAX099-227-1977
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鹿児島県事業引継ぎ支援センター

後継者問題を先送りにしていませんか？

後継者がいない。

今後会社は

存続できるのか？

事業を

たたみたいが、

従業員の雇用は

守りたい。

後継者不在の場合、「第三者への引継ぎ」という選択肢があります。

事業引継ぎを支援する公的相談窓口である、

「鹿児島県事業引継ぎ支援センター」へご相談ください！

2017年版「中小企業白書」（中小

企業のライフサイクル　第二章　

事業の承継）によると、廃業を考え

ている理由の第二位が「後継者を

確保できない」となっています。

後継者不在の場合、第三者への引

継ぎを行うことは、

・従業員の雇用

・お取引先

を守る事にもつながります。

後継者問題を考えることは、従業員、お取引先を守る事につながります

経済産業省受託事業

FAX : 099-227-1977    E-mail : k-hikitsugi@chic.ocn.ne.jp   URL  : https://shoukei.kagoshima.jp/  

相談無料
秘密厳守

099-225-9534
〒892‐8588　鹿児島市東千石町1‐38 アイム13F（鹿児島商工会議所内）
9：00～17：00（土・日・祝・年末年始を除く）

37.3

（％）

33.3
30.7 30.7

（n＝75）

22.7
17.3

14.7

6.7

業績が
厳しい

後継者
を確保
できない

会社に
将来性
がない

高齢のため
（体力・判断力
の低下）

もともと自分の
代限りでやめる
つもりだった

従業員の
確保が困難

技能等の
引継ぎが
困難

事業用資産
の老朽化

40
35
30
25
20
15
10
5
0

資料：中小企業庁委託「企業経営の継続に関するアンケート調査」（2016年11月、（株）東京商工リサーチ）
（注）1.複数回答のため、合計は必ずしも100％にはならない。
　　2.「誰かに引き継ぐことは考えていない（自分の代で廃業するつもりだ）」と回答した者を集計している。
　　3.「その他」の項目は表示していない。

出典）2017年版「中小企業白書」（中小企業のライフサイクル　第二章　事業の継承）

廃業を考えている理由
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労働保険事務組合のご案内

ひとりでも労働者を雇用していれば
労働保険に加入する必要があります

事業主のみなさまへ

労働保険とは、労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます）と雇用保険を総称し
た言葉です。原則として労働者（パートタイマー、アルバイトを含む）を 1 人でも雇ってい
れば、その事業主は必ず加入手続きをしなければなりません（農林水産の事業の一部を除く）

　労働者が業務上の事由又は通勤中に負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡した場合に、
被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付等を行うものです。

　労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び
雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付等を行うものです。

労災保険

雇用保険
パート、アルバイトを含めたすべての労働者が対象となります。

労災保険対象者のうち、１週間の所定労働時間が20時間以上であり、
かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

　まず、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、そ
の年度分の労働保険料（保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込
額に、保険料を乗じて得た額）を概算保険料として申告納付することになります。

　事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主などの団体です。鹿児島商工会議所も労働保
険事務組合として認可をされており、会員企業の皆さまの労務支援として、労働保険
の事務受託を行っています。

労働保険の加入手続き

委託のメリット

労災保険　＋　雇用保険　＝　労働保険

1 労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
3 労働保険料の額にかかわらず、3 回に分割して納付ができます。（事務組合に委託していない場合は、一
定額を超えないと分割納付ができません。）
4 当事務組合の委託手数料は、概算保険料の5％（税別）です。

【お問い合わせ先】
労働保険事務組合 鹿児島商工会議所　企業支援部 経営支援1課 TEL099-225-9533/FAX099-227-1977

委託できる事務の範囲
1 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
2 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置
届の届出等に関する事務

3 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5 その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

委託できる事業主
常時使用する労働者が
■金融・保険・不動産・小売業
　　　　　　・・・・・・・・・・50人以下
■卸売・サービス業
　　　　　　・・・・・・・・・・100人以下
■その他の事業
　　　　　　・・・・・・・・・・300人以下

労働保険事務組合とは…？
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　鹿児島県観光土産品公正取引協議会(会長：渕本逸雄 鹿児島商工会議所副会頭)は、県内観光土産品の
品質向上を図り、消費者が安心して土産品を購入できる環境づくりを目的に、｢観光土産品認定審査会｣
を実施します。皆さまからの出品をお待ちしております。

第28回 観光土産品認定審査会
出品募集のお知らせ

～安心・安全な土産品を県内外にPRしませんか～

実 施 要 領
1．申請資格　鹿児島県観光土産品公正取引協議会会員 (※注)
2．申請方法　所定の申込書に1品ごとに必要事項を記入の上、審査料・
　　　　　　　参考品(2品)を添えて申し込み
3．審 査 料　1品につき、1,000円（税込）
4．申込締切　令和3年2月19日(金)
5．審査方法　｢観光土産品の表示に関する公正競争規約｣に基づき審査

お申し込み・お問い合わせ先
鹿児島県観光土産品公正取引協議会
鹿児島市東千石町1-38( 鹿児島商工会議所内 )　ＴＥＬ：099-225-9540　ＦＡＸ：099-227-1977

【審査内容(一部抜粋)】
・食品表示法に基づいて、必要記載事項(原材料名、賞味期限、製造者、栄養成分など)が
正しく記載されているか

・上げ底などの過大包装がなされていないか
・不当表示(誇大表示)などがなされていないか

①審査で認定を受けた商品は、認定品として全国観光土産品公正取引協議会に登録されるととも
に、認定証書が交付されます。

②食の安心・安全が求められる今日、協議会指定の認定シール(5,000枚を5,500円で販売)を貼付す
ることにより、消費者の信用を得られるとともにイメージアップも図られ、販売促進につなが
ります。

③認定品は、鹿児島商工会議所の会報およびホームページに掲載しますので、商品のＰＲにつな
がります。

審査会の認定を受けるメリット

観光土産品認定審査会への出品は、鹿児島観光土産品公正取引協議会の会員であることが条件となっています。出品の際には、あわせて

協議会会員への加入をお願い致します。年会費は1口5,000円で、観光土産品の製造販売業者・卸売業者は2口10,000円以上、小売業者は

1口5,000円以上からとなります。

　鹿児島県内で製造、販売される観光土産品が、公正競争規約に基づき適切な表示や包装がなされているかを
調査、指導、監督し、業界の健全な発展と消費者の利益に供するために昭和44年に設立された団体です。
　主な事業内容は、①認定審査会の開催(隔年開催)、②新作土産品コンクールの開催(隔年開催)、③公正規約
違反などの調査、指導、④会員への情報提供や相談への対応、⑤会員の資質向上(研修会の開催)などです。

◆鹿児島県観光土産品公正取引協議会とは……

※注

認定証シール

■合格品は｢認定土産品｣とし
て登録され(有効期間2年
間)、｢認定証シール｣を貼付
することができます。

■令和2年4月に食品表示法が完全施行されたことから、観光土産品においても新しいルールに則って
食品表示を行う必要があります。当協議会では、食品表示法について理解を深めて頂く「新法
『食品表示法』対応セミナー」を開催致します。詳しくは巻末の折込チラシをご確認頂き、併せて
ご参加ください。
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鹿児島県商工会議所連合会

　昨年10月より販売・利用が始まった「鹿児島県商工会議所連合会Go To Eatキャンペーン
プレミアム付食事券」は、おかげさまで多くの皆様にご購入いただき、1月20日に完売いたし
ました。お買い上げいただいた皆様におかれましては、誠にありがとうございました。
　また、この度食事券の利用期限を延長させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

　食事券面には、「有効期限：令和 3年 3月 31 日（水）」と記載がございますが、そのままお使
いいただけます。
　登録店舗は、感染症対策を行っている安心・安全な飲食店です。また、登録しているお店であれば、
店内飲食だけでなく、テイクアウトやデリバリー（ただしお店が行っているものに限る）でもご
利用いただけますので、引き続きご利用をお願い申し上げます。

Go To Eatキャンペーンプレミアム付食事券
完売と利用期限延長（6月末まで）のお知らせ
Go To Eatキャンペーンプレミアム付食事券
完売と利用期限延長（6月末まで）のお知らせ

検定試験の詳細は、鹿児島商工会議所ＨＰまたは下記までお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】企業支援課　TEL：099-225-9522
　　　　　ＨＰアドレス http://www.kagoshima-cci.or.jp　鹿児島商工会議所検定　検索

新利用期限：令和3年6月30日（水）まで

問合せ先 … 鹿児島商工会議所
　　　　　 （鹿児島県商工会議所連合会Go To Eat キャンペーンプレミアム付食事券事務局）
　TEL：099-225-9511　FAX：099-227-1619　E-mail：kikaku@aroma.ocn.ne.jp

［新設］日商簿記検定（2・3級）ネット試験のご案内
2級・3級

テストセンターが定める日時で随時実施

鹿児島高見橋テストセンター (鹿児島県鹿児島市西千石町1-32 Ｗビルディング西千石町9階 )

■試験はテストセンターで実施し、自宅での受験はできません。

■次年度からは、随時、試験会場を追加して設置する予定です。

※詳細は、当商工会議所のホームページでご案内します。

全国統一の申込専用サイトから希望日時等を選択してお申し込みください。

■URL：https://ijuken.com/prod/user/jcci/public/

申込専用サイトから支払方法を選択し、クレジットカードやコンビニ払いをご選択ください。

■2級：90分　　　　　　　　■3級：60分

現行紙媒体の試験と同一

■2級：4,720円　　　　　　■3級：2,850円
※現行紙媒体の試験と同額となります。

http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=21606

施　行　級

試　験　日

試 験 会 場

申 込 方 法

支 払 方 法

試 験 時 間

出 題 範 囲

受 験 料
( 税 込 )

ホームページ

（ただし、県から利用制限が発出している場合は、ご高配賜りますよう、お願い申し上げます。）
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事 業 所 名 事 業 内 容

㈱STカンパニー

焼肉笑店　田中

遊漁船Jumbo

ビワキュー絆

rig.

Office Terrace M

金子産業㈱

㈱便利屋マルショウ

自習室　achieve

㈱夢華

（同）マルト

とくだしほ★フラメンコ

㈱HARU（瑛炭中央駅店）

伊東興業

（同）mindxworks

Cafe Anniv.

増森建設工業㈱

インフィニティ

午後バルサラディッシュ&薩摩29TERIA

隠れ家進之介

（同）スタッフビジョン

（同）arcs

予防美容べっぴん

㈱明伸

（同）人と人でまちづくり

新 入 会 員 紹 介

太陽光発電システムの修理・メンテナンス等

飲食業（焼肉）

遊漁船

マッサージ・整体

美容業

水産物加工販売業、魚類養殖業、飼料製造販売業 

リフォーム・解体、引越、電気・水道工事

内装仕上げ工事業、電気工事業

建設業（プラント）

フラメンコ教室・公演・イベント出演等

飲食業（居酒屋）

解体工事業

飲食業（ラーメン屋）、菓子製造・販売

飲食業（カフェ）

建設業

飲食業（バー）

飲食業（居酒屋）

飲食業（居酒屋）

販売代理業

住宅建築、アクセサリー卸業 

食品小売業

事 業 所 名 事 業 内 容

㈱グリーンアシスト

（同）ANT HOPPER

優美建

HAI設計

隼人工業

クラブアンドバー魚火

Blue Flame

こまつBar

めんや　こたん

月夜心 TSUKUYOMI

（同）達磨八

イノケン塗装

（同）ステラ

㈱藤咲

みはら

坂之上　忍

山下建装

㈱有迫組

㈱Iプランニング

コアシステム

㈱チェリーハウス

（同）太洋技研

鹿児島電気工事

辻孝男社会保険労務士事務所

(2020年6月・8月常議員会承認）

造園工事業

障がい福祉サービス

塗装業

建築コンサルティング

鋼構造物工事業、建築工事業

飲食業（フーズバー）

人材育成コンサルティング、社員研修、資格講座

飲食業（バー）

飲食業（ラーメン屋）

飲食業（スナック）

塗装

内装工事業、内装工事業に附帯する一切の事業

整骨院業、鍼灸院業

経営コンサル

建築業

建設業

不動産売買、建売住宅販売、土地開発

建築業、内装業

建築業

電気工事

社会保険労務士業

インフォメーション

自学・自習のためのレンタルスペース、
法人・事業者向けの貸し会議室

福利厚生サービス提供、営業受託、
人材育成支援等

白髪予防パーマ・カラー、頭皮洗浄（改善）、
リンパマッサージ

建築請負業（リフォーム含む）、不動産仲介業
（宅地建物取引業）、宅地造成

㈱ピーシーデポストアーズ
ピーシーデポスマートライフ鹿児島店

パソコン・スマホ・タブレット・
デジタルデバイスの販売等

機械器具設置工事業、建築工事業、
とび・土工・コンクリート工事業

みはら習字教室、みはらカラオケ教室、
みはら（おみやげ店）

不動産売買・賃貸・管理、損害保険代理店、
建物のリフォーム業
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リ
ゴ
ネ
リ
ン
﹂は
、血
管
を
強
く

し
な
や
か
に
伸
び
縮
み
さ
せ
る
こ
と

で
血
管
を
や
わ
ら
か
く
し
、
血
液
が

サ
ラ
サ
ラ
流
れ
る
の
を
促
し
て
く
れ

る
。

　
１
日
に
１
７
０
ｇ
程
度
︵
野
球

ボ
ー
ル
程
度
︶
の
桜
島
大
根
を
食
べ

る
と
ヒ
ト
の
血
管
機
能
を
向
上
で
き

る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。︵
鹿
児

島
大
学
調
べ
︶

　
左
記
の
ス
テ
ッ
カ
ー
や
の
ぼ
り
が
あ
る

飲
食
店
や
ホ
テ
ル
・
加
工
食
品
メ
ー
カ
ー

等
で
提
供
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
足
を

運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　
企
画
課
０
９
９︵
２
２
５
︶９
５
１
１

鹿児島商工会議所ビル1F

※下記のような利用特典がございます。

◆貸室使用料（平日使用料金・税抜） （単位：円）

貸　室

アイムホール（1/1）
　　〃　　　（1/2）
　　〃　　　（1/4）
第1 会議室
第2 会議室
第3 会議室

面積
（㎡）

274
137
68
46
37
33

人員
（人）

180
81
36
30
24
18

A

9：00～
　12：00

45,000
28,000
20,500
18,500
14,000
13,500

B

9：00～
　17：00

95,000
59,500
40,500
38,500
29,000
28,000

C

13：00～
　17：00

56,000
34,500
23,000
20,500
15,500
14,500

D

17：30～
　21：30

60,500
37,500
27,000
24,000
19,500
17,500

Ķɺɼy ķɉૹࡼޏஒʫ˃Ȧఱɂ௶ၡȦȧৄȠʫ˃ɅɄɥȭɂɬࡄȽɀĂĶڋȞɉজގȥɣɘɥķȭɂɅශ࠽

ȱĂܑ াɈĶJ’nķĪૐɉīɂჩშȱȹɜɈɁȳăJɅɉɼ̀ ʭʁ́ Ĝʏʿ Ằɼ̀ ʞ˂ ʐɿ̀ ʠĂnɅɉ ʠ́˅ ʵ˂ ʑĪෂఘණīĂ̫ĜʠĪޏ

ȞīɄɃɈڷჍȦਮɛɣɦɀȞɘȳă
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快進撃企業に学べ

1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸
術大学教授。法政大学大学院政策創造研究科(地
域づくり大学院)教授、 同静岡サテライトキャン
パス長などを歴任。国や県、市町、商工会議所など
の審議会・委員会の委員を多数兼務している。著
書に『日本でいちばん大切にしたい会社』(あさ出
版)、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』(かんき
出版)など。

会
長
　
坂
本 

光
司

人
を
大
切
に
す
る
経
営
学
会

　
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に
よ
る
と
、
２

０
１
８
年
の
わ
が
国
の
総
住
宅
数
は
６
２

４
１
万
戸
で
す
。
総
世
帯
数
は
５
４
０
０

万
世
帯
で
す
の
で
、
８
４
１
万
世
帯
、
率

に
し
て
15
・
６
％
、
総
住
宅
数
が
総
世
帯

数
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
結
果
、
当
然
で
す
が
、
１
９
９
０

年
当
時
１
７
３
万
戸
あ
っ
た
年
間
新
設
住

宅
着
工
戸
数
は
そ
の
後
年
々
減
少
し
、
今

や
１
０
０
万
戸
を
大
き
く
割
り
、
73
万
戸

程
度
に
激
減
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
人
口
の
高
齢
化
に
伴
い
、
新
設

住
宅
に
代
わ
り
、
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
の

需
要
が
年
々
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
家
計
調

査
年
報
を
見
る
と
、
40
代
の
世
帯
主
世
帯

の
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
費
は
年
間
４
万
１

０
０
０
円
程
度
に
対
し
、
50
代
世
帯
で
は

７
万
１
０
０
０
円
、
60
代
で
は
11
万
円
に

増
加
し
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
中
、
近
年
、
住
宅
メ
ー
カ
ー

は
も
と
よ
り
、
家
電
量
販
店
、
さ
ら
に
は

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
や
都
市
ガ
ス
提
供
業
者
な

ど
の
異
業
種
か
ら
も
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

市
場
に
新
規
参
入
す
る
動
き
が
活
発
化
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
利
用
者
、

と
り
わ
け
高
齢
者
世
帯
の
弱
み
に
付
け
込

む
、
い
わ
ゆ
る
悪
徳
業
者
も
残
念
な
が
ら

後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
業
界
に
あ
っ

て
、
創
業
以
来
、
正
し
い
経
営
を
愚
直
一

途
に
実
践
し
、
ゆ
っ
く
り
で
す
が
着
実
に

成
長
し
て
い
る
企
業
も
少
な
か
ら
ず
あ
り

ま
す
。

　
そ
の
１
社
が
、
自
ら
を
﹁
街
の
住
医
﹂

と
位
置
付
け
る
株
式
会
社
グ
ッ
デ
ィ
ー

ホ
ー
ム
で
す
。
創
業
は
今
か
ら
16
年
前
の

２
０
０
４
年
、
現
社
長
で
あ
る
卯
月
靖
也

氏
が
、
11
年
間
の
住
宅
関
連
産
業
の
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
生
活
を
辞
め
、
仲
間
３
人
で
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
以
後
、
ほ
ぼ
順
調

に
業
績
を
伸
ば
し
、
現
在
で
は
本
社
を
含

め
、
武
蔵
野
エ
リ
ア
に
４
店
舗
あ
り
、
社

員
の
数
は
役
員
や
パ
ー
ト
さ
ん
を
含
め
40

人
の
企
業
に
発
展
し
て
い
ま
す
。

　
本
社
は
、
東
京
駅
か
ら
中
央
線
に
乗
り

30
分
ほ
ど
の
三
鷹
駅
で
下
車
し
、
車
で
５

分
ほ
ど
行
っ
た
商
店
街
の
一
角
に
あ
り
ま

す
。
外
か
ら
見
る
と
、
素
敵
な
喫
茶
店
の

よ
う
な
雰
囲
気
が
漂
う
事
務
所
の
た
め
、

時
々
、喫
茶
店
と
間
違
え
て
事
務
所
に
入
っ

て
く
る
人
も
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
同
社
の
成
長
発
展
の
要
因
は
多
々
あ
り

ま
す
が
、
あ
え
て
い
え
ば
、
高
い
顧
客
満

足
度
と
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
社
員
の
魅

力
な
ど
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、

同
社
が
定
期
的
に
実
施
し
て
い
る
﹁
顧
客

満
足
度
調
査
﹂
の
平
均
値
は
、
何
と
99
％

な
の
で
す
。
余
談
で
す
が
、
会
社
近
く
の

横
断
歩
道
で
転
倒
し
た
お
ば
あ
さ
ん
が
、

救
急
車
を
呼
ぼ
う
と
し
た
人
々
に
﹁
救
急

車
で
は
な
く
グ
ッ
デ
ィ
ー
さ
ん
を
呼
ん
で

…
…
﹂
と
言
っ
た
と
い
う
話
が
、
こ
れ
を

証
明
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
も
と
よ
り
そ
の
最
大
の
要
因
は
、
卯
月

社
長
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
の
経
験
を
踏

ま
え
、
創
業
以
来
実
践
し
て
き
た
﹁
自
分

が
嫌
な
こ
と
・
で
き
な
い
こ
と
は
決
し
て

社
員
に
や
ら
せ
な
い
、
言
わ
な
い
﹂﹁
お
天

道
様
に
顔
向
け
の
で
き
る
正
直
な
仕
事
を

す
る
﹂﹁
社
員
と
そ
の
家
族
の
命
と
生
活
を

守
る
﹂
と
い
っ
た
、
社
員
第
一
主
義
経
営

が
社
員
の
支
持
・
共
感
を
得
た
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。

『
街
の
住
医
』を
高
ら
か
に
掲
げ
る「
グ
ッ
デ
ィ
ー
ホ
ー
ム
」

（さかもと・こうじ）
坂本 光司

PROFILE

快
進
撃
企
業
に

学
べ



従業員が業務・通勤により
コロナに感染した場合における、
従業員への補償や企業の損害賠償
に対応できるか心配だ…

コロナ感染時の
入院・療養中における所得減
が心配だ…

テレワーク中に
見えないところでハラスメント行為
があったらどうしよう…

商工会議所保険制度は、会員の皆様のもしもの時の

低廉な保険料でご加入いただける、商工会議所会員のための

団体保険制度のご案内

コロナ対策を全力で
応援しています！

右記を読み取ると、
損害保険説明動画等
をご覧いただけます。

≪ビジネス総合保険・業務災害補償プランの引受保険会社（五十音順）≫
　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、 
　三井住友海上火災保険株式会社
≪お問い合わせ≫　鹿児島商工会議所 企業支援部 企業支援課　☎ 099－225－9522
≪商工会議所の保険制度ＨＰ≫　https://hoken.jcci.or.jp/　　　≪制度運営≫　日本商工会議所

宅配弁当等で
食中毒＊が発生
したらどうしよう…
＊（ノロウイルス、O-157等）

コロナ感染者が発生した際の
店舗消毒や営業休止に伴う収入減
が心配だ…

コロナ感染が拡大した際、
海外駐在員の安全が確保
できるか心配だ…

企 業 の 心 配

コロナに感染したときの
入院・通院費用や
万が一の際の家族の生活費
が心配だ…

宅配事故（労働災害）による、
ケガをした従業員への補償
に対応できるか心配だ…

テレワーク中の
個人情報流出やハッキング
が心配だ…

個 人 の 心 配
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鹿
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島
商
工
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議
所
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和
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十
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年
八
月
七
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郵

便

物

認

可

︵
毎
月
一
日
発
行
︶

発
行
　
鹿
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商
工
会
議
所

印
刷
所
　
有
限
会
社
ク
リ
ア

定
価
　
四
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︵
会
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の
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は
会
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含
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︶

鹿
児
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東
千
石
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三
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鹿
児
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ビ
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︶九
五
〇
〇

℡

鹿
児
島
商
工
会
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昭
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十
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八
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第
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郵

便

物

認

可

令
和
三
年
二
月
一
日
発
行

︵
毎
月
一
日
発
行
︶

発
行
　
鹿
児
島
商
工
会
議
所

印
刷
所
　
有
限
会
社
ク
リ
ア

定
価
　
四
百
円

︵
会
員
の
購
読
料
は
会
費
に
含
む
︶

鹿
児
島
市
東
千
石
町
一
│
三
八

鹿
児
島
商
工
会
議
所
ビ
ル
十
三
・
十
四
階

　
〇
九
九︵
二
二
五
︶九
五
〇
〇


